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当施設は介護保険の指定を受けています  

 

（新潟県指定 第１５７０５００１２２号  
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１．施設経営法人  

（１）法 人 名      社会福祉法人 柏崎刈羽福祉事業協会 

（２）法人所在地      新潟県柏崎市大字畔屋１９４番地１ 

（３）電 話 番 号      ０２５７（２４）４１００  FAX（２４）４１０２ 

（４）代表者氏名   理事長 政 金 克 芳 

（５）設立年月日      昭和３４年７月１６日 

 

２．ご利用施設  

（１）施設の名称     特別養護老人ホーム「むつみ荘」 

（２）施設の種類   指定介護老人福祉施設 

                     平成１２年３月１７日  指定・新潟県第１５７０５００１２２号 

（３）開設年月日   平成２年７月１日 

（４）入 所 定 員     １１５人  

（５）併設の事業 

当施設では、次の事業を併設しています。 

[短期入所生活介護]  平成１１年１２月１５日 指定・新潟県 1570500114号 

定員２０名 

[通所介護事業]    平成１１年１１月３０日 指定・新潟県 1570500072号 

定員２０名 

[居宅介護支援事業所] 平成１1年１０月１日   指定・新潟県 1570500056号 

（６）施設の所在地   新潟県柏崎市大字畔屋３９２番地１ 

（７）電 話 番 号      ０２５７（２１）１３００   FAX ０２５７（２１）１８０１ 

（８）施設長（管理者）  氏 名： 松井 裕  

（９）建物の構造   鉄筋コンクリート造二階建 

（10）建物の延べ床面積         合 計  ５，０９３．４７㎡ 

１ 階  ３，９００．５３㎡ 

２ 階  １，１９２．９４㎡  

（11）指定介護老人福祉施設床面積    合 計  ３，６１０．６３㎡ 

１ 階  ２，４１７．６９㎡ 

２ 階  １，１９２．９４㎡  

（12）施設の周辺環境  

眼前に米山を見、眼下に広がる田畑を見渡し、工場や交通の騒音もなく日当たりの良い静か

な環境に恵まれています。 

春には、桜の花に始まり、芽吹きの柔らかな緑が目に眩しく、秋には、周囲の山々の紅葉が

艶やかに映え、まるで目を奪うかのように自然の姿そのままの環境の中にあります。  

（13）施設の目的 

指定介護老人福祉施設は、介護保険法令に従い、ご契約者（利用者）が、その有する能力

に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的として、ご

契約者に、日常生活を営むために必要な居室及び共用施設等をご利用いただき、介護福祉施

設サービスを提供いたします。  

  この施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居

宅においてこれを受けることが困難な方がご利用いただけます。 
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（14）当施設の運営方針  

  施設は、契約者又はご利用者の処遇に関する計画又は施設サービス計画に基づき、可能な

限り居宅における生活への復帰を念頭において、入浴、排泄、食事等の介護、相談及び援助、

社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話

を行うことにより、契約者又はご利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むこ

とができるようにすることを目指すものとします。  

  施設は、契約者又はご利用者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って処遇ま

たは指定介護老人福祉施設サービスを行うように努めるものとします。  

施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、老

人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者又は居宅介護支援事業者及び居宅サー

ビス事業者並びに他の介護保険施設、その他の保険医療サービス又は福祉サービスを行うも

のとの密接な連携に努めるものとします。  

  

 

３．居室の概要  

（１）居室等の概要  

当施設では以下の居室・設備をご用意しています。  

入居される居室の種類を希望される場合は、その旨お申し出下さい。（但し、ご契約者又

はご利用者の心身の状況や居室の空き状況によりご希望に添えない場合もあります。）  

居室・設備の種類 室  数 備      考 

個室（１人部屋） ０室  

２人部屋 ４室 １室のみ１人使用 

４人部屋 ２７室  

〈合  計〉 ３１室  

機能訓練ホール １室  

浴   室 ２室 一般浴槽、特殊浴槽（２） 

脱 衣 室 ２室  

医 務 室 １室  

静 養 室 ３室  

 ＊上記は、新潟県条例が定める基準により、指定介護老人福祉施設に必置とされている施

設・設備です。この施設・設備の利用にあたって、ご契約者又はご利用者に特別にご負担

いただく費用はありません。  

 ☆居室の変更：ご契約者又はご利用者から居室の変更希望の申し出があった場合は、居室の

空き状況により施設でその可否について決定します。また、ご契約者又はご利用者の心身

の状況により居室を変更する場合があります。その際には、家族にご連絡します。  

 

 

４．職員の配置状況  

当施設では、ご契約者又はご利用者に対して指定介護福祉施設サービスを提供する職員と

して、以下の職種の職員を配置しています。 

《主な職員の配置状態》 ※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 
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職  種  職 務 内 容  配置基準  配置状況  

１．施設長（管理者）  1 人 1人 

２．介護職員  

  （内パート）  

 契約者又はご利用者の日生活上の介護並び

に健康保持のための相談・助言等を行います。

 ３名の契約者又はご利用者に対して１名以

上の割合で介護員を配置しております。  

３３人以上  
３８人 

（５人）  

３．生活相談員   契約者又はご利用者の日常生活上の相談に

応じ、適宜生活支援を行います。  

 ４名（兼務）の相談員を配置しております。

２人以上  ５人 

４．看護職員   主に契約者又はご利用者の健康管理や療養

上の世話を行いますが、日常生活上の介護、

介助も行います。  

 ６名の看護職員を配置しております。  

３人以上  ５人 

５．機能訓練指導員  ご契約者又はご利用者の機能訓練を担当い

たします。  

 ８名の機能訓練指導員（看護職員及び介護

職員兼務）を配置しております。  

１人以上  １人 

６．介護支援専門員  ご契約者又はご利用者に係る施設サービス

計画（ケアプラン）を作成いたします。  

 ３名（兼務）の介護支援専門員を配置して

おります。  

２人以上  ４人 

７．医師（嘱託医）  ご契約者又はご利用者に対して健康管理及

び療養上の指導を行います。 

 ２名の医師（嘱託）を配置しております。  

１人以上  ２人 

８．管理栄養士   ご契約者及びご利用者に対して栄養管理及

び適切な食事上の指導を行います。  

 １名の管理栄養士を配置しております。  

１人以上  １人 

 

 

《主な職種の勤務体制》 

職  種  勤  務  体  制  

１．医  師  

（ 内 科 ） 

   （心身医療科） 

 

毎 週  金曜日   午前 ９：３０ ～ 午前１２：００ 

第２・４ 水曜日   午前 ９：３０ ～ 午前１１：００ 

２．介護職員  早 番（１）     午前 ７：００ ～ 午後 ４：００ 

普通番（２）     午前 ９：００ ～ 午後 ６：００ 

遅 番（３）     午前１０：３０ ～ 午後 ７：３０ 

遅 番（③）     午前１１：００ ～ 午後 ８：００ 

遅 番（３F）     午後 ０：００ ～ 午後 ９：００  

準夜勤        午後 ３：００ ～ 午前 ０：００ 

深夜勤        午前 ０：００ ～ 午前 ９：００ 
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職  種  勤  務  体  制  

３．看護職員  早 番        午前 ７：３０ ～ 午後 ４：３０ 

普通番        午前 ８：３０ ～ 午後 ５：３０ 

遅 番        午前 ９：００ ～ 午後 ６：００ 

４．その他の職員  普 通        午前 ８：３０ ～ 午後 ５：３０ 

 

５．当施設が提供するサービスと利用料金  

  （１）介護保険の給付の対象となるサービス（三者契約書第3条、第7条、第8条、第22条参照）  

  以下のサービスについては、利用料金の自己負担分を除き介護保険から給付されます。  

  〈サービスの概要〉  

 ①食事  

 ・当施設では、管理栄養士の立てる献立表により、栄養並びにご契約者又はご利用者の身体

の状況および嗜好を考慮した食事を提供します。  

 ・ご契約者又は利用者の自立支援のため離床して食堂にて食事をとっていただくことを原則

としています。  

［食事時間］  

朝食・７：４５～８：４５   昼食・１１：４５～０：４５   夕食・１８：００～１９：００  

 ②入浴  

・入浴又は清拭を週２回以上行います。 

・寝たきりでも機械浴槽を使用して入浴することができます。  

 ③排泄  

 ・排泄の自立を促すため、ご契約者又はご利用者の身体能力を最大限活用した援助を行い

ます。  

 ④社会生活上の便宜 

 ・ご契約者又はご利用者の生活を施設内で完結させてしまうことの無いよう、外出の機会を

確保するよう努めます。 

⑤機能訓練  

・機能訓練指導員及び看護師等により、ご契約者又はご利用者の心身等の状況に応じて、利

用者の日常生活やレクリェーション、行事等を通じて行う機能の回復またはその減退を

防止するための訓練を実施します（但し、土・日・祝日は除きます）。  

 ⑥健康管理  

  ・医師や看護職員が、健康管理を行います。  

 ⑦その他自立への支援  

  ・寝たきり防止のため、できるかぎり離床に配慮します。  

  ・生活のリズムを考え、毎朝・夕の着替えを行うよう配慮します。  

  ・清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行なわれるよう援助します。  

 

〈サービス利用料金（１日あたり）〉（三者契約書第7条、第8条参照）  

 ・ご契約者又はご利用者がサービスを利用した場合の「基本利用料」は以下のとおりであり、
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ご契約者又はご利用者からお支払いいただく「利用者負担額」は、介護保険負担割合証に

記載の通りとなります。（基本利用料は、ご契約者又はご利用者の要介護度に応じて異な

ります。）  

利用者の 

要介護度 

介護福祉施設サービス費（１日当たり：単位円） 

基本利用料 

※（注１）参照 

利用者負担額 

（＝基本利用料の 

１割） 

（＝基本利用料の 

２割） 

（＝基本利用料の 

３割） 

要介護１ ５，８９０ ５８９ １，１７８ １，７６７ 

要介護２ ６，５９０ ６５９ １，３１８ １，９７７ 

要介護３ ７，３２０ ７３２ １，４６４ ２，１９６ 

要介護４ ８，０２０ ８０２ １，６０４ ２，４０６ 

要介護５ ８，７１０ ８７１ １，７４２ ２，６１３ 

（注１）上記基本料は、厚生労働大臣が告示で定める額であり、これが改定された場合は、

これら利用料も自動的に改定されます。なお、その場合は、事前に新しい基本料を

書面でお知らせいたします。 

※  利用者負担額の軽減制度の対象である場合は、その認定内容に基づいた負担額とな

ります。 

☆ 高額介護サービス費 

    利用者負担（１割から３割）の合計額が一定の上限額を超えた場合は、超えた分が

申請により払い戻される仕組み。 

  ※ いずれの場合も、市町村への申請が必要となります。市町村担当課窓口にご相談く

ださい。 

〈加算〉別表<加算一覧〉を参照 

☆介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者又は

利用者の負担額を変更します。 

☆ご利用者の負担は所得に応じて、費用基準額及び加算の金額が１割から３割になりま

す。 

☆介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者又は

利用者の負担額を変更します。 

 

（２）介護保険の給付対象とならないサービス（三者契約書第4条、第8条、第22条参照） 

   以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者又は利用者の負担となります。 

〈サービスの概要と利用料金〉 

 ①ご契約者又は利用者が居住する居室の提供 

  ○居住費   （基準費用額：1日につき） 

         多床室  ：９４６円 

②ご契約者または利用者が喫食する食事の提供及び選定する特別な食事の提供 

○通常の食事 

食事の提供に要する費用（基準費用額：１日につき）１，５４１円 

  ※負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載している負担額といたします。 

 ○特別な食事（お酒を含みます。利用料金は実費） 

ご契約者又は利用者のご希望に基づいて特別な食事を提供します。 
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 ③理髪・美容 

  ［理髪・美容サービス］ 

   月１回、理容師・美容師の出張によるサービス（調髪、顔剃・パーマ等）をご利用いた

だけます。 

  ○利用料金：実 費 

 ④貴重品の管理 

ご契約者又は利用者の希望により、貴重品管理サービスをご利用いただけます。詳細は以

下の通りです。 

○管理する金銭の形態：金融機関等に預け入れている預貯金 

○お預かりするもの：上記預貯金通帳と金融機関へ届け出た印鑑、有価証券、年金証書等 

○保管管理者：施設長 

○出納方法：手続きの概要は以下の通りです。 

・預貯金の預け入れ及び引き出しが必要な場合、備え付けの届出書を保管管理者へ提出

していただきます。 

・保管管理者は上記届け出の内容に従い、預貯金の預け入れ及び引き出しを行います。 

・保管管理者は出入金の都度、出入金記録を作成し、その写しをご契約者又は利用者へ

３月に１回交付します。 

○利用料金：１か月当たり １，０００円です。 

 ⑤レクリェーション、クラブ活動 

ご契約者又は利用者の希望によりレクリェーションやクラブ活動に参加していただくこ

とができます。特に日課としては定めず趣向をこらします。 

    利用料金：材料代等実費 

  １）主なレクリェーション行事予定        

    ＊別紙計画表参照 

  ２）クラブ活動（個人に帰属する場合は、材料代等の実費をいただきます） 

    書道、音楽、生け花、手芸等   

 ⑥持ち込み利用料 

  ・テレビ使用料   １日につき  ：１０円 

   ・電気毛布使用料  １日につき  ：２０円 

  ・冷蔵庫使用料   １日につき  ：２０円 

  ・その他      必要に応じて別途協議 

 ⑦複写物の交付 

   ご契約者又は利用者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物

を必要とする場合には実費をご負担いただきます。 

       １枚につき－  １０円 

 ⑧日常生活上必要となる諸費用実費 

   日常生活品の購入代金等ご契約者又は利用者の日常生活に要する費用でご契約者及び利

用者に負担いただくことが適当であるものにかかる費用をご負担いただきます。  

    ・日用品  －実費 

    ＊口腔ケアに使用する歯ブラシ代 －実費 
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     ＊おむつ代は介護保険給付対象となっていますのでご負担の必要はありません。 

移送につきましては、ご家族による送迎を原則といたします。 

  ⑨ご利用者の移送に係る費用  

    ご利用者の嘱託医院や協力医療機関への通院や入院の移送サービスを行います。この

場合費用の負担はありません。    

※ご契約者又は利用者の希望による嘱託医院や協力医療機関以外への通院や入院時の

移送につきましては、ご家族による送迎を原則といたします。 

  ⑩歯科健診に係る費用 

    協力歯科医による歯科健診を受けた場合には、健診に係る費用をご負担いただきます。 

    〇健診料及び事務費：実 費 

  ⑪契約書第22条に定める所定の料金  

ご契約者又は利用者が、契約終了後も居室を明け渡さない場合等に、本来の契約終了

日から現実に居室が明け渡された日までの期間に係る料金（１日あたり）（単位：円） 

ご契約者の要介護度  要介護１  要介護２  要介護３  要介護４  要介護５  

基 本 利 用 料 ５，８９０円  ６，５９０円  ７，３２０円  ８，０２０円  ８，７１０円  
 
  上記の他に  

   ☆ 居住費（１日につき  多床室：９４６円） 

   ☆ 食 費（１日につき  １，５４１円） 

☆ おむつ代（実費）   

   及び下記の加算分実費（１日につき）をご負担して頂きます。  

  ☆ 精神科医師定期療養指導（嘱託医）加算    ５０円  

   ☆ 機能訓練加算（Ⅰ）（Ⅱ）   ３２０円（１２０円、２００円） 

   ☆ その他の加算についても該当の場合（加算額：実費）をご負担していただきます。 

※経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあ

ります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う２月前までにご

説明します。 

 

（３）利用料金のお支払い方法（三者契約書第7条、第8条参照）  

利用料金・費用は、１月ごとに計算し、ご請求しますので、翌々月４日までに以下のいず

れかの方法でお支払い下さい。（１月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用

日数に基づいて計算した金額とします。）  

ア．金融機関口座からの自動引き落とし（リコーリース集金代行サービス） 

ご利用できる金融機関：ゆうちょ銀行を含むすべての金融機関（翌々月４日振替） 

イ．下記指定口座への振り込み 

第四北越銀行柏崎南支店 普通預金・口座番号１０６５２８８ 

ウ．窓口での現金支払い（土曜日、日曜日、祝日を除く） 

（４）入所中の医療の提供について  

  医療を必要とする場合には、ご契約者又は利用者の希望により、下記協力医療機関におい
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て診療や入院治療を受けることができます。（但し、下記医療機関での優先的な診療・入院

治療を保証するものではありません。また、下記医療機関での診療・入院治療を義務づける

ものでもありません。）                                                            

①協力医療機関  
 

 医療機関の名称    医療法人立川メディカルセンター 柏崎厚生病院 

 所  在  地    柏崎市大字茨目字二つ池２０７１番地１  

 診  療  科    内科・心身医療科  
 

②嘱託医（特別養護老人ホーム「むつみ荘診療所」にて診察）  

医療機関の名称  医療法人立川メディカルセンター 柏崎厚生病院 

 所  在  地    柏崎市大字茨目字二つ池２０７１番地１  

 診  療  科  
内 科 

（診察日：毎週金曜日午前）  
 心身医療科  
（診察日：第二・四水曜日午前） 

医  師  名  木 村 要 治 赤 羽 学 爾 
 

③協力歯科医療機関  

 医療機関の名称    柏崎市歯科医師会 高橋歯科医院 髙 橋 堅  護 

 所  在  地    柏崎市中央町8-13 

 診  療  科    歯 科  

 

６．サービス利用に当たっての留意事項（三者契約書第6条、第12条参照） 

  利用者は、事業の提供を受ける（以下「サービスの利用」という。）に当たり、次の事項

に留意するものとします。 

（１）担当職員の指示に従うように努めます。 

（２）前号の指示に従わないなど、事業所の秩序を乱した場合はサービスの利用を断ることが

 あります。 

（３）事業所指定の物品について持参願います。 

（４）サービスの利用に先立ち、健康状態の結果により、事業の提供を見合わせる場合があり

ます。 

（５）持参する物品については、紛失しないように氏名を記載するなどして注意します。 

 

７．緊急時の対応（三者契約書第9条参照） 

  事業者は、現に提供を行っているときに、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な

場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ事業者が定めた協力医療機関へ連絡を行う等の

必要な措置を講じるものとします。また、必要な措置が講じたときは速やかに管理者に報告

します。 

 

８．看取りについて（三者契約書第9条参照） 

  事業所は、施設において看取りに関する指針に基づき、医師が一般的に認められている医

学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した利用者について、本人及び家族と共に、医

師、看護職員、介護員等が共同して、随時本人またはその家族に対して十分な説明を行い、
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合意をしながら、その人らしさを尊重した看取りができるよう支援をいたします。 

 

９．感染症及び食中毒の対応（三者契約書第6条、第9条参照）  

事業者は、施設内において感染症又は食中毒の発生が疑われる際に速やかな対応を行うと

ともに感染症及び食中毒の予防及びまん延のための必要な措置を講じます。  

①事業者は、感染症又は食中毒が疑われる際に速やかな対応を行うための体制を整備し、地

域の医療機関と連携、有症者等の状況及び有症者等に講じた措置等の記録、必要に応じて

市町村及び保健所の指示を求める等により、まん延防止に努めます。  

②事業者は、感染症又は食中毒の発生が疑われる場合はその原因を究明し再発を防止する方

策を講じます。  

 

10．事故発生又は再発防止の対応（三者契約書第6条、第9条参照）  

事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生又は再発防止するため必要な

措置を講じます。また事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族及び市町村等に事故の

発生の連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

①事業者は、利用者の生活全般を管理していることから、利用中の事故について家族に対し

誠意をもって管理上の謝罪及び事故発生状況と経過説明をいたします。  

②事業者は、事故が発生した場合はその原因を究明し、再発を防ぐための方策を講じます。 

③事業者は、利用者に対するサービスの提供により発生した事故等により利用者の生命、身

体、財産等に損害が生じた場合等、賠償すべき事態において速やかに損害を賠償します。  

 ただし、事業者の故意又は過失によらない場合は、この限りではありません。  

 

11． 虐待防止の対応 

施設は、利用者の人権の擁護・虐待の防止のため次の措置を講じます。  

（１） 虐待を防止するための職員に対する研修を実施します。  

（２） 利用者及びその家族からの苦情対応体制の整備をします。  

（３） その他虐待防止のために必要な措置を講じます。  

施設は、サービス提供中に当該施設職員又は養護者（入所者の家族等高齢者を現に養護する者）

による虐待を受けたと思われる入所者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するもの

とします。 

 

１２．ハラスメントの対応（三者契約書第19条参照） 

事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優

越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従事者の就業

環 境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じます。 

①事業所内において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ相当な範囲を超え

る下記の行為は施設として許容しません。 

（1）身体的な力を使って危害を及ぼす（及ぼされそうになった）行為 

（2）個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為 

（3）意に沿わない性的言動、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為 
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 上記は、当該職員、ご利用者及びその家族等が対象となります。 

②ハラスメント事案が発生した場合、ハラスメントの防止に関する指針を基に速やかに対応し、再

発防止会議において、同事案が発生しない為の再発防止策を検討します。 

③職員に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修などを実施します。また、定期

的に話し合いの場を設け、介護現場におけるハラスメント発生状況の把握に努めます。 

④ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相談、環境改善に対する

必要な措置、利用契約の解約等の措置を講じます。 

 

13．非常災害対策（三者契約書第6条、第9条、第15条参照）  

  事業者は、非常災害に関する具体的計画を立てておくとともに、非常災害に備えるため、定期的

 に避難、救出その他必要な訓練を行うものとします。また、救出その他必要な訓練は少なくとも年

 ２回以上実施します。 

 

14．個人情報の取り扱い（三者契約書第10条参照） 

個人情報の取り扱いについては、個人情報保護規定に基づき別紙利用目的概要書に掲げる

目的に利用し、その取扱いについては細心の注意を払います。 

 

15．施設を退所していただく場合（契約の終了について）（三者契約書第16条参照） 

当施設との契約では契約が終了する期日は特に定めていません。したがって、以下のよう

な事由がない限り、継続してサービスを利用することができますが、仮にこのような事項に

該当するに至った場合には、当施設との契約は終了し、ご契約者又はご利用者に退所してい

ただくことになります。 

 

 

（１）ご契約者又はご利用者からの退所の申し出（中途解約・契約解除）（三者契約書第17条、第18条参照） 

  契約の有効期間であっても、ご契約者又はご利用者から当施設からの退所を申し出ること

ができます。その場合には、退所を希望する日の７日前までに解約届出書をご提出ください。 

ただし、以下の場合には、即時に契約を解約・解除し、施設を退所することができます。  

①要介護認定によりご契約者又はご利用者の心身の状況が自立又は要支援と判定された場

合。 

②事業所が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由によりﾎｰﾑを閉鎖した場合。  

③施設の滅失や重大な毀損によりご契約者に対するサービスの提供が不可能になった場合。  

④当施設が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合。  

⑤ご契約者又はご利用者から退所の申し出があった場合（詳細は以下をご参照下さい）。  

⑥事業者から退所の申し出を行った場合（詳細は以下をご参照下さい）。  
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①介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合。  

②施設の運営規程の変更に同意できない場合。  

③ご契約者及び利用者が入院された場合。  

④事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める介護福祉施設サービス

を実施しない場合。  

⑤事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合。  

⑥事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失によりご契約者又は利用者の身体・財物・

信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認めら

れる場合。  

⑦他の利用者がご契約者又は利用者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける

恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合。  

 

（２）事業者からの申し出により退所していただく場合（契約解除）（三者契約書第19条参照）    

以下の事項に該当する場合には、当施設から退所していただくことがあります。 

①ご契約者又はご利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について

故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情

を生じさせた場合。  

②ご契約者又はご利用者による、サービス利用料金の支払いが６月以上遅延し、相当期間

を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合。  

③ご契約者又はご利用者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしく

は他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことな

どによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。  

④ご契約者又はご利用者が連続して３月以上病院又は診療所に入院すると見込まれる場合

もしくは入院した場合。  

⑤ご契約者又はご利用者が介護老人保健施設に入所した場合もしくは介護療養型医療施設

に入院した場合。 

 ＊契約者が病院等に入院された場合の対応について（三者契約書第21条参照） 

   当施設に入所中に、医療機関への入院の必要が生じた場合の対応は、以下の通りです。  

①検査入院等、６日間以内の短期入院の場合  

６日間以内の入院の場合は、退院後再び施設に入所することができます。  

但し、入院期間中であっても所定の加算額をご負担いただきます。  

・入院・外泊時費用 １日あたり２，４６０円（利用者負担額１割の場合２４６円）  

・居住費      １日あたり   ９４６円  

※負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載している負担額といたします。  

②７日間以上３月以内の入院の場合  

７日間以上の入院であっても３月以内に必ず退院が見込まれる場合は、契約を継続中とす  

ることができます。その際、入院期間中であっても下記の利用料金をご負担いただきます。 

・居住費  １日あたり  ９４６円 
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※負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載している負担額といたします。     

③３ヶ月以内の退院が見込まれない場合  

３月以内の退院が見込まれない場合には、契約を解除する場合があります。  

 

（３）円滑な退所のための援助（三者契約書第20条参照） 

ご契約者又はご利用者が当施設を退所する場合には、ご契約者又はご利用者の希望により、

事業者はご契約者又はご利用者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、円滑な退所の

ために必要な以下の援助をご契約者又は利用者に対して速やかに行います。  

 ○適切な病院もしくは診療所又は介護老人保健施設等の紹介。  

 ○居宅介護支援事業所の紹介。  

 ○その他保健医療サービス又は福祉サービスの提供者の紹介。  

 

16．身元引受人（三者契約書第23条参照） 

契約締結にあたり、身元引受人をお願いすることはありません。  

但し、入所契約が終了した後、当施設に残されたご契約者の所持品（残置物）をご契約者自

身が引き取れない場合に備えて、「残置物引取人」を定めていただきます。  

当施設は、「残置物引取人」に連絡のうえ、残置物を引き取っていただきます。  

また、引渡しにかかる費用については、ご契約者又は利用者または残置物引取人にご負担い

ただきます。  

 ＊入所契約締結時に残置物引取人が定められない場合であっても、入所契約を締結すること

  は可能です。  

 

17．提供するサービスの第三者評価の状況 

実施状況 有 無 

 

18．苦情の受付について（三者契約書第25条参照） 

（１）当施設における苦情の受付  

 当施設における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。  

    ○苦情受付窓口  

［苦情受付担当者］ むつみ荘・次 長（吉川次長）  

［苦情解決責任者］ むつみ荘・施設長（松井 裕）  

 ○受付時間  毎週月曜日～金曜日  

                            午前９：００～午後５：００  

    ○電話番号     （０２５７）２１－１３００㈹  

     FAX番号     （０２５７）２１－１８０１  

また、苦情受付ボックスを１階事務室に設置しています。 

 

（２）法人第三者委員における苦情の受付 

  当施設並びに法人施設における苦情やご相談は以下の第三者委員も受け付けています。 

    ○苦情受付 
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    [法人第三者委員] 

          宮田 知津子  （宮田知津子司法書士事務所） ２４－５５２２ 

     砂塚 一美   （保健師）          ２７－３１５９ 

     小野塚 正之  （法人監事）         ２４－０４６９ 

    ○受付時間    毎週月曜日～金曜日 

 

（３）行政機関その他苦情受付機関 

長岡市役所 

介護保険課 

〒９４０－８５０１ 

長岡市大手通１丁目４番地１０ 

電話番号 ０２５８－３９－２２４５ 

受付時間 午前９時～午後５時 

（土曜・日曜・祝日・年末年始を除く） 

出雲崎町役場 

保健福祉課 

〒９４９－４３９２ 

三島郡出雲崎町大字川西１４０ 

電話番号 ０２５８－７８－３１１１ 

受付時間 午前９時～午後５時 

（土曜・日曜・祝日・年末年始を除く） 

刈羽村役場 

福祉保健課 

〒９４５－０３９７ 

刈羽郡刈羽村大字割町新田２１５－１ 

電話番号 ０２５７－４５－３９１６ 

受付時間 午前９時～午後５時 

（土曜・日曜・祝日・年末年始を除く） 

柏崎市役所 

介護高齢課 

〒９４５－８５１１ 

柏崎市日石町２番地１号 

電話番号 ０２５７－２３－５１１１（代） 

受付時間 午前９時～午後５時 

（土曜・日曜・祝日・年末年始を除く） 

新潟県国民健康保健  
団体連合会 

（介護保険課） 

〒９５０－８５６０ 

新潟市中央区新光町７番１号（県自治会館内） 

電話番号 ０２５－２８５－３０２２ 

受付時間 午前９時～午後５時 

（土曜・日曜・祝日・年末年始を除く） 

新潟県社会福祉協議会 

〒９５０－０９９４ 

新潟市中央区上所２－２－２（ﾕﾆｿﾞﾝﾌﾟﾗｻﾞ内） 

電話番号 ０２５－２８１－５５３４ 

受付時間 午前９時～午後５時 

（土曜・日曜・祝日・年末年始を除く） 
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                                                    令和     年  月  日 

 

                                                

   指定介護老人福祉施設サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明 

 を行いました。        

       「 指定介護老人福祉施設」特別養護老人ホームむつみ荘  

 

          説明者・職名     氏名                        印  

 

 

   私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定介護老人福祉施設サ 

 ービスの提供開始に同意しました。  

利用者        氏名 

 

 

契約者        住所 

 

           氏名              印 

 

※この重要事項説明書は、新潟県条例第６４号（平成２４年１２月２８日）第７条の規定

に基づき、入居申込者またはその家族への重要事項説明のために作製したものです。 

 

 

 

 附 則  

        この重要事項説明書は平成１２年４月１日から施行する。  

      附 則  

        この改正は、平成１５年４月１日から適用する。  

      附 則  

     この改正は、平成１６年４月１日から適用する。  

      附 則  

        この改正は、平成１７年１０月１日から適用する。  

     附 則  

        この改正は、平成１８年４月１日から適用する。  

附 則  

        この改正は、平成２１年４月１日から適用する。  

附 則  

        この改正は、平成２１年７月１５日から適用する。  

   附  則 

       この改正は、 平成２２年４月１日から適用する。 

   附 則 

    この改正は、 平成２２年６月１日から適用する。 
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     附  則 

       この改正は、 平成２３年４月１日から適用する。 

   附 則 

    この改正は、平成２４年４月１日から適用する。 

   附 則 

    この改正は、平成２５年４月１日から適用する。 

   附 則 

    この改正は、平成２５年８月１日から適用する。 

   附 則 

    この改正は、平成２５年１１月１日から適用する。 

   附 則 

    この改正は、平成２６年４月１日から適用する。 

   附 則 

    この改正は、平成２７年４月１日、及び８月１日から適用する。 

   附 則 

    この改正は、平成２７年１１月１日から適用する。 

   附 則 

    この改正は、平成２８年４月１日から適用する。 

附 則 

    この改正は、平成２９年４月１日から適用する。 

附 則 

    この改正は、平成３０年４月１日から適用する。 

附 則 

    この改正は、平成３０年７月１日から適用する。 

附 則 

    この改正は、平成３１年４月１日から適用する。 

附 則 

    この改正は、令和元年１０月１日から適用する。 

附 則 

    この改正は、令和２年４月１日から適用する。 

附 則 

    この改正は、令和３年４月１日から適用する。 

附 則 

    この改正は、令和３年６月２４日から適用する。 

附 則 

    この改正は、令和５年４月１日から適用する。 

附 則 

    この改正は、令和６年４月１日から適用する。 
 


